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食品安全に関するリスクプロファイルシート 

（化学物質） 

作成日（更新日）：2026 年 3 月 31 日 

項  目 内     容 

1 ハザードの名称／別名 ヒ素（Arsenic）、As 

 

ヒ素は単体状態（金属ヒ素）のほか、他の元素と結合した化合物とし

て存在する（別紙１参照）。本リスクプロファイルでは、ヒ素化合物の

うち、炭素がヒ素に直接結合するものを「有機ヒ素」、炭素以外の元

素が結合するものを「無機ヒ素」と表記する。総ヒ素は単体及びこれ

ら化合物の合計である。「ヒ素」の定義は成分規格等によって異な

り、総ヒ素を示す場合と三酸化二ヒ酸（As2O3）を示す場合がある。 

2 基準値、その他のリスク

管理措置 
 

  (1)国内 １．低減のための実施規範・ガイドライン等 

【農産物】 

 「ヒジキを製造・加工する事業者の皆様へ」及び「より安全に食

べるために家庭でできるヒジキの調理法」 

ヒジキを製造・加工する事業者、消費者に向けたリーフレット。

水洗いや水戻し、またはゆでこぼしによる無機ヒ素の低減を推

奨。 

(農林水産省, 2014b; 2015a） 

 

 「コメ中のカドミウム及びヒ素低減のための実施指針」 

主に農家への営農指導者を対象とした、コメ中のカドミウム及

びヒ素の双方を低減するための考え方を盛り込んだ低減指

針。 

（農林水産省, 2024a） 

 

【飼料】 

 「飼料等への有害物質混入防止のための対応ガイドライン」 

飼料等の安全性確保のため、飼料の輸入業者、製造業者など

の関連業者が遵守すべき管理の指針。 

（農林水産省, 2008） 

 

 「飼料等の適正製造規範（GMP）ガイドライン」 

HACCP 等の考え方に基づき、事業者自らが、全工程において

有害物質等のハザードを適切に管理し、安全な飼料を供給す

るための基本的な指針。 

(農林水産省, 2015c) 

 

【肥料】 

 「汚泥肥料中の重金属管理手引書」 

生産業者が自主的に汚泥肥料中の有害重金属を管理し、重金

属の含有量が法律に適合した汚泥肥料を経常的に生産するた

めの手引書。 
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（農林水産省, 2016） 

 

２．基準値等 

【食品等（食品衛生法）】 

〇食品一般 

 清涼飲料水に成分規格が設定されている。 

食品分類名 規格値 

ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰ類 0.01 mg/L 以下 

(総ヒ素として) 

ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰ類以外の

清涼飲料水 

不検出 

（As2O3 として） 

（厚生省, 1959） 

 

○農産物 

食品分類名 残留農薬基準値 

（As2O3 として） 

もも 

1.0 ppm（mg/kg） 

なつみかん 

いちご 

ぶどう 

ばれいしょ 

きゅうり 

トマト 

ほうれんそう 

日本なし 

3.5 ppm（mg/kg） りんご 

なつみかんの外果皮 

※ 農薬取締法で農薬として登録されていたヒ素化合物は現在

すべて失効しており、国内では使用されていない。 

 

○食品添加物 

 成分規格としてヒ素（総ヒ素）が設定される食品添加物は 573

ある（第 10 版添加物公定書）。 

 規格値は食品添加物によって異なり、0.8-3 µg/g（ppm）であ

る。 

 分析法は食品添加物によって異なり、ジエチルジチオカルバミ

ン酸銀法または原子吸光光度計による発色手法を用いる。 

（厚生省, 1959） 

 

〇器具及び容器包装 

 食品用金属缶：0.2 µg/mL 以下（As2O3 として） 

※ 油脂及び脂肪性食品以外の乾燥食品を内容物とするもの

を除く 

（厚生省, 1959） 

 

【水道水（水道法）】 

 ヒ素及びその化合物：0.01 mg/L 以下（総ヒ素） 
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（厚生労働省, 2003） 

 

【飼料】 

 飼料の有害物質の管理基準（飼料安全法） 

対象飼料 管理基準 

（総ヒ素として） 

家畜及び家きんに給与

される配合飼料、乾牧

草等※ 

2 mg/kg 

稲わら 7 mg/kg 

魚粉 15 mg/kg 

肉粉及び肉骨粉 7 mg/kg 

※乾牧草、ヘイキューブ、綿実及びビートパルプ 

（農林水産省, 1988） 

 

 愛玩動物用飼料の成分規格（ペットフード安全法） 

対象飼料 上限値※１ 

（無機ヒ素として※２） 

犬・猫用のペットフード 2 µg/g 

※１ 水分量 10％ 

※２ 無機ヒ素（Ⅲ）及び無機ヒ素（Ⅴ）の合計値 

（農林水産省・環境省, 2009） 

 

 

【肥料】 

 肥料の品質の確保等に関する法律に基づき普通肥料の公定規

格を定める等の件 

肥料の種類 含有を許される 

ひ素の最大量（%） 

窒素質肥料（一部） 0.004 

りん酸質肥料（一部） 0.002～0.005 

加里質肥料（一部） 0.004 

有機質肥料（一部） 0.004～0.01 

副産肥料等（一部） 0.002～0.005 

複合肥料（一部） 0.002 

石灰質肥料（一部） 0.004 

けい酸質肥料（一部） 0.004 

苦土質肥料（一部） 0.004 

マンガン質肥料（一部） 0.004 

ほう素質肥料（一部） 0.04 

微量要素複合肥料（一部） 0.002～0.004 

汚泥肥等 0.005 

（農林水産省, 1986） 

 

【温泉】 

 飲用利用基準 
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湯治のため温泉を飲用に供する場合の飲用許容量 

ひ素を含有する温泉水（１日につき） 

（１）大人（16 歳以上）  

飲用の総量 0.3/A×1000 mL（※） 

成分の総摂取量 0.3 mg 

（２）小人（15 歳以下）  

2 歳以下 大人の 1/10 量 

3 歳～4 歳 大人の 1/6 量 

5 歳～7 歳 大人の 1/3 量 

8 歳～15 歳 大人の 1/2 量 

※A は当該温泉に含まれるひ素の重量（mg/kg） 

（環境庁, 1975） 

 

【環境基本法】 

 公共用水域の水質汚濁に係る環境基準 

ひ素：0.01 mg/L 以下 

（環境庁, 1971a） 

 

 地下水の水質汚濁に係る環境基準 

ひ素：0.01 mg/L 以下 

（環境庁, 1997） 

 

 土壌の汚染に係る環境基準 

検液 1 L（土壌と水を重量体積比 10%の割合で混合）につき 0.01 

mg 以下であり、かつ、農用地（田に限る）は、土壌 1 kg につき

15 mg 未満。 

（環境庁, 1991） 

 

 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 

農用地土壌汚染対策地域の指定要件のうち、ヒ素に関するも

の： 

その地域内の農用地（田に限る。）の土壌に含まれるヒ素の量

が土壌1 kgにつき 15 mg （その地域の自然的条件に特別の事

情があり、この値によることが当該地域内の農用地における農

作物の生育の阻害を防止するため適当でないと認められる場

合には、都道府県知事が土壌 1 kg につき 10 mg 以上 20 mg 以

下の範囲内で定める別の値）以上であると認められる地域であ

ること。 

（環境庁, 1971b） 

 

 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の

促進に関する法律（化管法） 

ヒ素及びその無機化合物は、PRTR 制度における特定第一種

指定化学物質に指定されている（政令番号 1-378） 

（経産省, 1999） 

 

 環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図る

ための指針となる数値（指針値） 
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ヒ素及びその化合物：6 ng As/m3以下（1年平均値） 

（環境省, 2010） 

 

  (2)海外 １．低減のための実施規範 

【Codex】 

○コメ中ヒ素の汚染防止及び低減に関する実施規範 

（CXC 77-2017） 

コメのヒ素汚染を防止及び低減するための助言を、食品安全管

理当局、生産者、製造者及びその他関連機関に提供することを

目的として、基本的な排出源対策や生産対策等について示して

いる。 

（Codex, 2017） 

 

○適正動物飼養に関する実施規範（CXC 54-2004） 

家畜の健康保護及び飼料中の有害物質等による畜産物を介した

人の健康リスクを最小限とするため、家畜へ与える飼料の給餌

方法や製造、保管、流通等の各過程における飼料の安全管理の

ガイダンスが示されている。 

（Codex, 2004） 

 

２．食品・飼料中の基準値 

【Codex】 

食品及び飼料中の汚染物質及び毒素の一般規格 

（CXS 193-1995） 

食品 最大基準値 

食用油脂 
0.1 mg/kg（魚油は無機ヒ素、

その他は総ヒ素）＊1 

ファットスプレッド類

及びブレンデッドスプ

レッド類 

0.1 mg/kg（総ヒ素） 

ナチュラルミネラル

ウォーター 
0.01 mg/L（総ヒ素） 

精米 0.2 mg/kg（無機ヒ素＊1） 

玄米 0.35 mg/kg（無機ヒ素＊1、＊2） 

食塩 0.5 mg/kg（総ヒ素） 
＊1魚油、精米、玄米の無機ヒ素の基準値について、以下のように総ヒ

素濃度によるスクリーニングが認められている。 

国または輸入者は、無機ヒ素の最大基準値の適用に当たって、総ヒ

素分析をスクリーニングとして使用することを決めてもよい。 

総ヒ素濃度が無機ヒ素の最大基準値以下の場合は、それ以上の検査

は求められず、その試料は最大基準値を満たすと判断される。 

総ヒ素濃度が無機ヒ素の最大基準値を超える場合は、無機ヒ素濃度

が最大基準値を超えるかどうかを決定するため、フォローアップ検

査を行わなければならない。 
＊2 コメ中ヒ素の汚染防止及び低減のための実施規範を実行してから 3 年

後に、その時点での実態データに基づいて、この基準値を引き下げるた

めに検討を行う。 

（Codex, 1995; Codex, 2016） 
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○食品中の最大基準値 

(COMMISSION REGULATION (EU) 2023/915) 

品目 無機ヒ素※1 

（mg/kg） 

総ヒ素 

（mg/kg） 

精米 0.15 - 

パーボイルドライス※２、玄米 0.25 - 

米粉 0.25 - 

ライスワッフル、ライスウエハー

ス、ライスクラッカー、ライスケー

キ、ライスフレーク、ポップドブレ

ックファストライス 

0.30 - 

乳幼児用食品向けの米 0.10 - 

非アルコール米飲料 0.030 - 

市販の乳幼児用粉ミルク 0.020 - 

市販の乳幼児用液体ミルク 0.010 - 

市販のベビーフード 0.020 - 

市販の果汁、濃縮果汁、 

フルーツネクター 

0.020 - 

アンコウ、チョウチンアンコウ、オ

ニオコゼ、カレイ・ヒラメ類、ハド

ック、ニシン類、エイ類、サメの

筋肉 

0.50 - 

その他の魚類の筋肉 0.10 - 

カニ類及びカニに似た甲殻類

（短尾下目、異尾下目）、エビ類

の筋肉 

0.10 - 

その他の甲殻類の筋肉 0.20 - 

ヨーロッパアカザエビ、イセエビ

類の筋肉 

1.5  

ホタテガイ 0.10 - 

その他の二枚貝類 0.50 - 

頭足類（イカ・タコ類） 0.050 - 

食塩 - 0.50 

※１ 三価と五価のヒ素の合計。 

※２ パーボイルドライス：もみ米または玄米を吸水させてから完全に

糊化するよう加熱処理し、乾燥させたものを原料とした玄米ま

たは精米 

（EU, 2023; EU, 2025） 

 

〇飼料中の基準値 

(COMMISSION REGULATION (EU) 2019/1869） 

品目 水分含量 12%の飼料に

対する総ヒ素の 

最大含有量（mg/kg） 

飼料原料（以下を除く） 2 

牧草、乾燥ルーサン、乾燥クロー 4 
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バー、乾燥ビートパルプ、乾燥糖

蜜ビートパルプ由来の粉 

パームカーネルエクスペラー 4 

泥炭、レオナルダイト 5 

リン酸塩、石灰藻 10 

炭酸カルシウム、炭酸カルシウ

ム及び炭酸マグネシウム、石灰

貝殻 

15 

酸化マグネシウム、 

炭酸マグネシウム 

20 

魚類、その他海洋生物、 

及びそれら由来製品 

25 

海藻粉、 

海藻由来の飼料原料 

40 

トレーサー用途の鉄粒子 50 

微量元素化合物の官能基に属

する飼料添加物 

（以下を除く） 

30 

硫酸銅 5 水和物、炭酸銅、塩化

二銅三水酸化物、炭酸鉄、塩化

二マンガン三水酸化物 

50 

酸化亜鉛、酸化マンガン、酸化銅 100 

補完飼料（以下を除く） 4 

ミネラル飼料 12 

魚類、その他海洋生物、及びそ

れら由来製品、並びに／又は海

藻粉及び海藻由来に飼料原料を

含むペット動物用の補完飼料 

10 

特定の栄養目的である飼料の長

期供給製剤で、微量元素濃度が

完全飼料中の最大含有量の 100

倍を超えるもの 

30 

完全飼料（以下を除く） 2 

魚類及び毛皮獣用の完全飼料 10 

魚類、その他海洋生物、及びそ

れら由来製品、並びに／又は海

藻粉及び海藻由来に飼料原料を

含むペット動物用の完全飼料 

10 

（EU, 2019） 

 

【カナダ】 

〇食品中の最大基準値 

品目 最大基準値 

ppm（mg/kg） 

魚類タンパク 3.5 （総ヒ素） 

食用骨粉 1 （総ヒ素） 
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市販の飲料 
（果汁、果物ネクター、ブドウ

果汁、ブドウネクターを除く） 

0.1 （総ヒ素） 

密閉容器に入れた飲料水 0.01 （総ヒ素） 

玄米 0.35 （無機ヒ素※） 

精米 0.2 （無機ヒ素） 

乳幼児向けの米加工品 0.1 （無機ヒ素） 

市販の果物ジュース 
（ブドウ果汁、ブドウ以外の果

物ネクターを除く） 

0.01 （無機ヒ素） 

市販のブドウ果汁、ブドウ

ネクター 

0.03 （無機ヒ素） 

※無機ヒ素の最大値はいずれも As（III）と As（V）の合計 

（HC, 2022a） 

 

〇飲料水の基準 

ヒ素の最大許容値：0.010 mg/L 

（Canada, 2006） 

 

〇飼料中の基準値 

すべての家畜種の完全飼料（Total diet）に対し、ヒ素の最大基準値

8 mg/kg を設定。 

（CFIA, 2024） 

 

【米国】 

 リンゴジュースの「アクションレベル」として無機ヒ素濃度 10 ppb 

(µg/kg) を設定。 

（USFDA, 2023） 

 

 乳児用ライスシリアルの「アクションレベル」として無機ヒ素濃度

100 ppb (µg/kg)を設定。 

（USFDA, 2020） 

 

 飲料水に、ヒ素の最大許容値 0.010 mg/L を設定。 

（USEPA, 2006） 

 

 

【オーストラリア・ニュージーランド】 

〇食品中の最大基準値 

品目 最大基準値（mg/kg） 

穀粒及び穀粉製品 1 （総ヒ素） 

食塩 0.5 （総ヒ素） 

甲殻類 2 （無機ヒ素） 

魚類 2 （無機ヒ素） 

軟体動物 1 （無機ヒ素） 

海藻（85%水分含量換算） 1 （無機ヒ素） 

(Australia, NZ, 2017) 
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〇飲料水の基準値 

 オーストラリアは飲料水に、ヒ素のガイドライン値 

0.01 mg/L を設定。 

（Australia, 2011） 

 

 ニュージーランドは飲料水に、ヒ素の最大許容値 

0.01 mg/L を設定。 

（New Zealand, 2022） 

 

 

【中国】 

〇食品中の最大基準値（GB2762-2022） 

食品 
総ヒ素 

(mg/kg) 

無機ヒ素※ 

(mg/kg) 

穀粒（籾を除く） 0.5 - 

籾 - 0.35 

穀粉製品 
（玄米、精米粉を除く） 

0.5 - 

玄米 - 0.35 

精米、米粉 - 0.2 

水産動物及び水産動物製品
（魚類及び魚類製品を除く） 

- 0.5 

魚類及び魚類製品 - 0.1 

生鮮野菜 0.5 - 

きのこ類及びきのこ製品（マツ

タケ、キクラゲ、キクラゲ製品、シ

ロキクラゲ、シロキクラゲ製品を

除く） 

- 0.5 

マツタケ及びマツタケ製品 - 0.8 

キクラゲ、キクラゲ製品、シロ

キクラゲ、シロキクラゲ製品 
- 0.5 

（乾燥重量あたり） 

肉類及び肉製品 0.5 - 

生乳、低温殺菌乳、殺菌乳、

調製乳、発酵乳 
0.1 - 

粉乳、調整粉乳 0.5 - 

油脂及び油脂製品 
（魚油、魚油製品、クリルオイル、

クリルオイル製品） 
0.1 - 

魚油、魚油製品、クリルオイ

ル、クリルオイル製品 
- 0.1 

調味料（液体ドレッシング、混合

調味料、スパイス類を除く） 
0.5 - 

液体ドレッシング 
（魚類を原料とする調味料を除く） 

- 0.5 

魚類を原料とする調味料 - 0.1 

混合調味料 - 0.1 
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砂糖及びでんぷん糖 0.5 - 

包装飲料水 
 0.01 

 mg/L 
- 

ココア製品、チョコレート、チョ

コレート製品 
0.5 - 

乳幼児向け穀類補完製品（藻

類を含むものを除く） 
- 0.2 

藻類を含む乳幼児向けの製

品 
- 0.3 

乳幼児向けの缶詰補完製品
（水産製品及び動物の肝臓から

成る製品を除く） 
- 0.1 

水産製品及び動物の肝臓か

ら成る製品 
- 0.3 

補完食品サプリメント 0.5 - 

固形、半固形、粉末状のスポ

ーツ栄養食品 
0.5 - 

液体のスポーツ栄養食品 0.2 - 

妊婦及び授乳中女性向けの

栄養補助食品 
0.5 - 

※ 総ヒ素の含有量が無機ヒ素の基準値以下であれば、無機ヒ

素の検査は不要。ただし、総ヒ素濃度が無機ヒ素の基準を

超える場合は無機ヒ素の試験を追加で実施しなければなら

ない。 

（China, 2022a） 

 

〇飲料水の基準値（GB5749-2022） 

ヒ素の上限値：0.01 mg/L 

（China, 2022b） 

 

〇飼料中の総ヒ素の上限値（GB13078‐2017） 

飼料 上限値(mg/kg) 

飼料原料 

乾牧草及びその加工製品 
4 

パーム核粕（粉） 4 

藻類及びその加工製品 40 

甲殻類及びその副産物（え

び油を除く）、魚粉及びえび

粉、水産軟体動物及びその

副産物（油脂を除く） 

15 

その他水産物由来の飼料

成分（油脂を除く） 

10 

肉粉及び肉骨粉 10 

鉱物パウダー 2 

その他ミネラル飼料原料 10 

油脂 7 
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その他飼料原料 2 

飼料製品 

プレミックス 10 

濃縮飼料 4 

濃縮補助飼料 4 

水産物用配合飼料 10 

キツネ、アライグマ、ミンクの

配合飼料 

10 

その他配合飼料 2 

（China，2017） 
 

 

【台湾】 

〇食品中の最大基準値 

食品 総ヒ素 

(mg/kg) 

無機ヒ素※ 

(mg/kg) 

玄米 - 0.35 

精米 - 0.2 

乳幼児食品の原料米 - 0.1 

その他穀類 1 - 

海藻類 - 1.0 
（湿重量あたり） 

魚類 - 0.5 
（湿重量あたり） 

貝類（殻を除く）、 

頭足類（内臓を除く） 

- 0.5 
（湿重量あたり） 

甲殻類の可食筋肉 

（付属肢の筋肉を含む） 

- 0.5 
（湿重量あたり） 

その他の水産動物 

（ウニやナマコ等） 

- 0.5 
（湿重量あたり） 

食用油脂 0.1 - 

ファットスプレッド及びブレ

ンデッドスプレッド 

0.1 - 

ボトル詰め及びパック詰め

飲料水 

0.01 - 

飲料（天然及び濃縮果汁

野菜ジュースを含まず） 

0.2 - 

食塩 0.2 - 

食用ブロックアイス 

（飲料水の基準を満たす水

源由来で、直接食用に供

するもの） 

0.01 - 

※ 総ヒ素の含有量が無機ヒ素の基準値以下であれば、無機ヒ素

の検査は不要。ただし、総ヒ素濃度が無機ヒ素の基準を超え

る場合は無機ヒ素の試験を追加で実施しなければならない。 

（Taiwan FDA, 2023） 
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【韓国】 

〇食品中の最大基準値（Food Code：No.2021-54） 

食品 総ヒ素 

（mg/kg） 

無機ヒ素 

（mg/kg） 

精米 - 0.2 

植物油脂、動物油脂、 

混合食用油、フレーバーオイ

ル、加工油脂、ショートニン

グ、マーガリン 

0.1 - 

魚油 - 0.1 

乳児用ミルク、フォローアップ

ミルク、乳児用食品、フォロー

アップ食品、乳幼児用穀物食

品、その他乳幼児食品、乳幼

児用特殊食品 

- 0.1※ 

特殊医療用の加工食品（乳

幼児用を除く）、菓子類、穀類

加工品、麺類 

- 0.1※ 

その他加工食品 - 0.1※ 

食用昆虫 - 0.1 

食塩 0.5 - 

※ 玄米、米ぬか、胚芽米、ヒジキ、ホンダワラの加工食品にのみ

適用する。 

（Korea, 2021） 

〇飲料水の基準値 

ヒ素の基準値：0.01 mg/L 以下 

（Korea, 2023） 

 

 

【シンガポール】 

〇食品中の最大基準値 

食品 総ヒ素 

（mg/kg） 

無機ヒ素 

（mg/kg） 

海藻 - 2 

精米 - 0.2 

玄米 - 0.35 

魚類 - 2 

甲殻類 - 2 

軟体動物 - 1 

エール、ビール、サイダー、 

ペリー、ポーター、スタウト 

0.2 - 

ブランデー、ジン、ラム、ウイ

スキー、その他アルコール飲

料、中国ワイン（アルコール度

数 40.0%を超えるもの＠20℃） 

0.2 - 

ワイン、中国ワイン、リキュー

ル、コーディア（酒）、カクテル 

0.2 - 
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不特定のアルコール飲料 0.2 - 

濃縮ソフトドリンク 
（希釈用） 

0.5 - 

ソフトドリンク製造に使用する

濃縮物 

0.5 - 

果物及び野菜ジュース（ライム

及びレモンジュースを含まない） 
0.2 - 

ライム及びレモンジュース 0.2 - 

上記以外の飲料 0.1 - 

ベーキングパウダー、クリー

ムタータ 

2 - 

缶詰の魚及び肉、肉エキス、

タンパク加水分解物 

1 - 

カラメル 5 - 

原料又は食品の加工・調製に

使用する化学物質のうち、

B.P.又は B.P.C が限度値を定

めるもの 

最新の B.P.又

は B.P.C.限度値 
- 

その他、原料又は食品の加

工・調製に使用する化学物質 

2 - 

乾燥又は焙煎チコリー 1 - 

ココアパウダー 
（乾燥、無脂肪物質で計算） 

1 - 

コーヒー豆 1 - 

合成有機着色料 3 - 

その他着色料 
（カラメルを除く） 

5 - 

カレー粉 1 - 

乾燥ハーブ及びスパイス 
（マスタードを含む） 

1.5 - 

乾燥野菜 1 - 

食用ゼラチン 2 - 

食用油脂 0.1 - 

ファットスプレッド及びブレン

デッドスプレッド 

0.1 - 

ピータン、塩漬け卵 1 - 

香料 1 - 

生鮮果物及び野菜 1 - 

缶詰の果物、果物加工品、野

菜 

1 - 

アイスクリーム、アイスキャン

ディー、類似の冷凍菓子 

0.5 - 

乳児用ミルク 0.1 - 

ベビーフード 0.1 - 

缶詰の乳及び乳製品 0.1 - 

ピクルス 1 - 

精製白砂糖 1 - 
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その他、糖類 
（シュガーシロップを含む） 

1 - 

茶 1 - 

トマトケチャップ及びその他ソ

ース 

1 - 

トマトピューレ、ペースト、又は

パウダー 
（25%以上の固形物を含む） 

2 - 

上記以外の食品 1 - 

（SFA, 2021） 

〇飲料水の基準値 

ヒ素の基準値：0.01 mg/L 以下 

（PUB, 2024） 

 

【WHO】 

飲料水の暫定ガイドライン値：0.01 mg/Ｌ  

（総ヒ素であるか無機ヒ素であるかは明記されていない。ただし、誘導

結合プラズマ質量分析法また原子吸光法を測定法として示し、ヒ素成

分の分離については言及していないことから総ヒ素を示していると考え

られる。） 

（WHO, 2022） 

 

 

３．摂食指導 

【米国】 

〇コメ 

 乳児には重要な栄養素である鉄を強化したシリアルを与えるこ

と。 

 コメに偏らないよう、小麦やオート麦、大麦等の別の鉄強化シリ

アルも与えること。 

 乳児や妊婦は、多種の穀物を含むバランスのとれた食事を摂

ること。 

(USFDA, 2016) 

 

【カナダ】 

〇コメ 

 乳幼児には栄養価の高い様々な食品を与えること。 

 2 歳未満の子には、牛乳の代わりにライスミルクを与えず、さら

に果汁の摂取を制限すること。 

 鉄強化シリアルを選択する際は、乳児に多種の穀物を与える

こと。 

(HC, 2022b) 

 

〇ヒジキ 

 少量でも無機ヒ素の一日耐容摂取量を超える可能性があるた

め、ヒジキの摂取を避けるよう助言。 

(CFIA, 2019) 
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【英国】 

〇コメ 

 5 歳未満の子に母乳、粉ミルク、牛乳の代替として、ライスミル

クを与えるべきではないと助言。 

(UKFSA, 2018) 

 

【オーストラリア、ニュージーランド】 

〇コメ、ヒジキ（共通） 

 一部の食品に偏った食事を避け、バランスのとれた食事によ

り、リスク低減するよう助言。 

（FSANZ, 2020） 

 

【シンガポール】 

〇コメ 

 様々な種類の穀類、野菜、果物を含むバランスのとれた食事を

とること。 

 乳児には多種多様な食品を与え、コメだけでなく他の穀物も摂

れるよう考慮すること。 

 調理前にコメを水洗いし、ヒ素濃度を低減する。又は大量の水

で調理し、余分な水を捨てる。 

（SFA, 2023a） 

 

〇ヒジキ 

 食べる前に、ヒジキをお湯に 20 分間浸漬し、そのお湯は捨てる

こと。 

 適量のヒジキを摂取すること。 

 多種多様な食品を含むバランスのとれた食事をとること。 

（SFA, 2023b） 

 

【スウェーデン】 

〇コメ 

 子供は週に 4 回以上、コメ又はコメ加工品を摂取すべきではな

い。 

 6 歳未満の子供は、ライスケーキを摂取すべきではない。 

 6 歳未満の子供は、コメ飲料を摂取すべきではない。 

 大人は毎日、コメ又はコメ加工品を摂取すべきではない。毎日

食べる人は摂取量を徐々に減らすとよい。 

 精米よりもヒ素濃度が高いため、全粒粉や玄米ばかり摂取す

るべきではない。 

（Livsmedelsverket, 2024） 

 

【ドイツ】 

〇コメ 

 適量なコメ加工食品を摂取すること。 

 乳児には、コメ飲料やコメ加工食品ばかり与えないようにする

こと。 

 セリアック病患者は、グルテンフリー食品の選択肢をコメのみ

にしないこと。 
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 調理前にコメを水洗いし、無機ヒ素濃度を低減する。又は大量

の水で調理し、余分な水を捨てる。 

（BfR, 2020） 

 

3 ハザードが注目されるよ

うになった経緯 

 我が国では鉱山労働者の健康問題、鉱山周辺の環境汚染問

題のほか、粉ミルクに混入したヒ素による中毒事件があげられ

る。 

 2004 年 7 月、日本から輸入したヒジキに無機ヒ素が多く含有さ

れていることから、UKFSA（英国食品規格庁）が摂食を控える

ように勧告したことにより、日本の消費者がヒジキの安全性を

懸念した。これに対応して厚生労働省はＱ＆Ａを作成した。 

4 汚染実態の報告(国内) 【食品】 

〇玄米 

年度 分析 

点数 

総ヒ素 

（mg/kg） 

無機ヒ素（mg/kg） 

最大値 平均値 最大値 平均値 

2017 500 - - 0.38 0.15 

2018 500 - - 0.37 0.15 

2019 500 - - 0.60 0.17 

 

〇精米 

年度 分析 

点数 

総ヒ素 

（mg/kg） 

無機ヒ素（mg/kg） 

最大値 平均値 最大値 平均値 

2017 500 - - 0.26 0.092 

2018 500 - - 0.25 0.098 

 

〇その他食品 
年度 食品名 分析 

点数 

総ヒ素 

（mg/kg） 

無機ヒ素 

（mg/kg） 

最大値 平均値
※ 

最大値 平均値
※ 

2015 加工米飯 60 0.11 0.03- 

0.03 

0.09 0.03- 

0.03 

2015 もち 30 0.18 0.06 0.15 0.05 

2015 乳幼児用 

米飯類 

13 0.10 0.03-  

0.04 

0.10 0.03- 

0.04 

2015 ライス 

シリアル 

10 0.37 0.14 0.38 0.14 

2015 パン（米及び

米粉を含む） 

5 0.13 0.08 0.11 0.07 

2015 ぬか漬け類 30 0.20 0.02- 

0.02 

0.05 0.007- 

0.01 

2015 

2016 

乾燥昆布 420 100 56 - 0-0.5 

2015 

2016 

昆布出汁 18 1.5 0.91 - 0-0.01 

2015 干わかめ 3 36 32 - 0-0.5 

2015 塩わかめ 6 9.3 3.8- 

5.8 

- 0-0.5 
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2015 干わかめ 

（水戻し） 

3 4.6 1.5- 

4.1 

- 0-0.5 

2015 塩わかめ 

（水戻し） 

6 - 0-3.9 - 0-0.5 

2015 米菓 79 0.15 0.06- 

0.06 

0.14 0.05- 

0.05 

2015 乳幼児用 

米菓 

30 0.17 0.08 0.14 0.07 

2015 和生菓子 

（米を含む） 

22 0.05 0.02 0.05 0.02- 

0.02 

2015 半生菓子類 

（米を含む） 

1 - 0.02 - 0.01 

2015 和干菓子 

（米を含む） 

3 0.04 0.02- 

0.02 

0.03 0.02- 

0.02 

2015 飴（米を含む） 2 - 0-0.01 0.01 0.01 

2015 飲料 

（米及び米加

工品を含む） 

15 0.05 0.02- 

0.02 

0.05 0.02- 

0.02 

2015 米酢及び 

米黒酢 

10 0.05 0.02- 

0.02 

0.06 0.02- 

0.03 

2015 米みそ 30 0.04 0.02 0.04 0.02 

2015 セロリ 60 - 0-0.01 - - 

2015 ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ 60 - 0-0.01 - - 

2015 大豆の缶詰 

・パウチ 

10 - 0-0.01 - - 

2015 きゅうりの 

漬物 

38 0.40 0.04- 

0.04 

- - 

2015 ジャム 30 0.02 0-0.01 - - 

2015 ぶどう 

ジュース 

30 0.06 0.01- 

0.01 

- - 

2015 

2018 

食用植物 

油脂 

41 - 0-0.01 - - 

2018 牛脂 5 - 0-0.01 - - 

2018 精製ラード 5 - 0-0.01 - - 

2018 マーガリン 5 - 0-0.01 - - 

2018 ファットスプレ

ッド 

5 - 0-0.01 - - 

2018 ｼｮｰﾄﾆﾝｸﾞ 5 - 0-0.01 - - 

2018 小麦粉 100 0.01 0-0.01 - - 

2019 小麦粉 120 - 0-0.01 - - 

2019 鶏卵 150 0.01 0.0002

-0.01 

- - 

2019 緑茶 120 0.13 0-0.01 - - 

2020 魚の缶詰 

（固形物） 

40 3.6 1.4- 

1.4 

- - 

2020 魚の缶詰 

（液汁） 

40 3.6 0.82- 

0.89 

- - 

2021 ﾍﾞﾆｽﾞﾜｲｶﾞﾆ 

（筋肉） 

60 66 33 - - 

2021 ﾍﾞﾆｽﾞﾜｲｶﾞﾆ 

（内臓） 

60 64 36 - - 

※ すべての試料が定量下限（LOQ）以上の場合は測定値の算術平均値を算

出。LOQ 未満の試料がある場合は、LOQ 未満の濃度をゼロ（LB）、LOQ 未満
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の濃度を LOQ と同値（UB）としてそれぞれの算術平均値を算出し、その範囲

（LB-UB）を記載。 

(農林水産省, 2018; 2023; 2025a) 

 

〇2014 年以前の含有実態調査データ 

 農林水産省「食品に含まれるヒ素の実態調査」

（https://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/kome/k_as/occurren

ce.html#rice） 

 農林水産省「食品の安全性に関するサーベイランス・モニタリ

ングの結果【有害化学物質】

（https://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/risk_analysis/survei

/result.html） 

 「別紙２」（農作物）及び「別紙３」（海藻類）を参照。 

 

【飼料】 

○配合飼料（総ヒ素）のモニタリング検査結果 

年度 
試料

点数 

検出 

点数※１ 

最大値

(mg/kg) 

平均値※２

（mg/kg) 

2022  21 10 0.89 0.20 

2023  21 8 0.35 0.16 

2024 17 6 1.30 0.38 

・基準値を超過したサンプルはなかった。 

※１ 検出下限（0.05 mg/kg）以上の数 

※２ 検出下限以上のサンプルのみの平均値 

 

〇混合飼料（総ヒ素）のモニタリング検査結果 

年度 
試料

点数 

検出 

点数※１ 

最大値

(mg/kg) 

平均値※２

（mg/kg) 

2022  2 0 - - 

2023  2 2 0.24 0.16 

2024 1 0 - - 

・基準値を超過したサンプルはなかった。 

※１ 検出下限（0.05 mg/kg）以上の数 

※２ 検出下限以上のサンプルのみの平均値 

 

〇単体飼料（総ヒ素）のモニタリング検査結果 

年度 
試料

点数 

検出 

点数※１ 

最大値

(mg/kg) 

平均値※２

（mg/kg) 

2022  17 11 6.40 2.88 

2023  19 12 7.50 2.03 

2024 12 7 6.40 2.69 

・基準値を超過したサンプルはなかった。 

※１ 検出下限（0.05 mg/kg）以上の数 

https://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/kome/k_as/occurrence.html#rice
https://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/kome/k_as/occurrence.html#rice
https://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/risk_analysis/survei/result.html
https://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/risk_analysis/survei/result.html
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※２ 検出下限以上のサンプルのみの平均値 

（FAMIC, 2024） 

5 毒性評価  

  (1)吸収、分布、排出及

び代謝 

①経口摂取 

【無機ヒ素】 

 ヒトにおいて、摂取した無機ヒ素の 45-80%は速やかに体内に

吸収される。 

（EFSA, 2024a） 

 無機ヒ素は消化管で吸収され、可溶性が高い化合物ほど体内

に吸収されやすい。 

 無機ヒ素の吸収は食品マトリックスの影響を受ける。ブタにお

いて、緑豆中の無機ヒ素の吸収率は 100%に近いが、レタスや

フダンソウでは 50%である。非消化性多糖の影響と考えられ

る。 

 市販米をヒ素が汚染した水で調理した場合、ヒ素は完全に無

機ヒ素の形態で存在し、バイオアベイラビリティは高かったが

（89%）、含有する総ヒ素の 86%がジメチルアルシン酸（DMA）の

温室栽培米ではバイオアベイラビリティは低かった（33%）。 

（EFSA, 2009） 

 

【有機ヒ素】 

 ヒトにおいて、摂取したモノメチルアルソン酸（MMA） (V)と

DMA(V)の 75%以上は体内に吸収される。 

（EFSA, 2024b） 

 げっ歯類において、アルセノベタインとアルセノコリンはよく吸

収され、ヒトもアルセノベタインを吸収する。 

（EFSA, 2024c） 

 げっ歯類では一般に、３価の有機ヒ素化合物は吸収されにくい

が、５価の有機ヒ素化合物は腸管から非常に吸収されやすい

（摂取量の 40%以上）。 

 ブタの腸管における MMA(V)と DMA(V)の吸収率はそれぞれ

17%と 33%。 

（EFSA, 2009） 

 

②排出 

【無機ヒ素】 

 摂取した無機ヒ素は尿中に排出され、半減期は 2-3 日である。 

 尿中の形態と割合は、無機ヒ素が 10-30%、MMA が 10-20%、

DMA が 55-75%である。 

 ヒトにおいて、摂取した無機ヒ素は、わずかに乳中に排出され

る。 

（EFSA, 2024a） 

 

【有機ヒ素】 

 ヒトに MMA(V)を経口投与すると、効率的に尿中に排出され、

大部分は MMA(V)のまま、わずかに DMA(V)として存在する。 

 ヒトに DMA(V)を経口投与すると、代謝されず、そのまま尿中に

排出される。 
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 ヒトの乳汁中に DMA(V)の痕跡が検出される。 

（EFSA, 2024b） 

 ヒトの体内に吸収されたアルセノベタインは代謝されずに尿中

に排出される。 

 サーモンから摂取したアルセノベタインのヒト乳汁への移行率

は 0.03%。 

 アルセノシュガーは主に DMA(V)に代謝され、4 日以内に摂取し

た量の 85%以上が尿中に排出される。 

 アルセノリピッドは主に DMA(V)に代謝され、尿中に排出され

る。 

 アルセノリピッド（魚由来）はヒト乳汁から検出され、移行率は約

3%。 

（EFSA, 2024c） 

 

③分布 

【無機ヒ素】 

 吸収された無機ヒ素は、あらゆる臓器に広がり、胎盤関門も速

やかに通過する。 

 血液中の無機ヒ素は、血漿から赤血球まで分布する。 

（EFSA, 2024a） 

 ラットにヒ酸塩及び亜ヒ酸塩を投与すると、これらはあらゆる組

織に分布し、最も高い濃度は皮膚、次いで腎臓、肝臓、肺で検

出される。 

（EFSA, 2009） 

 三酸化二ヒ素を摂取し死亡したヒトの組織分析において、ヒ素

濃度は肝臓で最も高かった。腎臓、筋肉、心臓、脾臓、膵臓、

肺、脳、皮膚、血液にも分布した。 

 妊娠中に無機ヒ素の急性中毒になった母親から生まれた未熟

児の検死において、高濃度のヒ素が肝臓、腎臓、脳から検出さ

れた。 

（ATSDR, 2007） 

 

【有機ヒ素】 

 マウスやラットにおいて、吸収された MMA(V)及び DMA(V)は、

様々な組織（腎臓、肝臓、肺、脳、腸、血液、筋肉）に分布する。 

（EFSA, 2024b） 

 同位体（74As）で標識した DMA(V)をマウスとラットに経口投与す

ると、6 時間以内に腎臓、肺、腸粘膜、胃、精巣の順に分布し

た。ほとんどの組織で DMA(V)濃度は速やかに減少したが、肺、

甲状腺、腸粘膜では保持時間が長かった。 

 MMA(V)、DMA(V)及びアルセノベタインは胎盤を通過する。 

（EFSA, 2009） 

 

【ヒ素全般】 

 ヒ素化合物の投与後、その濃度は肝臓、腎臓、脾臓、肺で増加

し、数週間後に髪、爪、皮膚に移行する。これら組織には硫黄

含有タンパク質が高濃度に存在するためである。 

 雌マウスにヒ酸 0.08、0.35、1.9、7.0 mg/kg bw を 12 週間飲水投
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与した結果、総ヒ素（無機ヒ素、MMA、DMA）の蓄積レベルは腎

臓、肺、膀胱、皮膚、血液、肝臓の順に高かった。MMA は腎臓

で、DMA は肺で主要な代謝物として存在。 

 ヒ素は速やかに胎盤を通過し、主に DMA(V)に代謝され、胎児

に移行する。 

（EFSA, 2009） 

 

④代謝 

 ヒトにおいて、無機ヒ素は血液や肝臓でグルタチオンによりヒ酸

塩から亜ヒ酸塩に還元される。その後、亜ヒ酸塩は主に肝臓で

メチル化・還元の反応サイクルにより、MMA(V)→MMA(III)→

DMA(V) → DMA(III) に 変 換 さ れ る 。 メ チ ル 化 は arsenite 

methyltransferase (AS3MT)が触媒する。 

 タンパク質に結合するヒ素、グルタチオンに抱合するヒ素、これ

らの中間体は AS3MT によりメチル化される。 

 Arsenic triglutathione （ ATG ） は monomethylarsonic 

diglutathione（MMAG）と dimethylarsinic glutathione（DMAG）に

メチル化され、MMA(III)と DMA(III)に還元される。これらが酸化

されると MMA(V)と DMA(V)が生成する。 

（EFSA, 2024a） 

 

⑤畜産物への移行 

 ヒ素で汚染した水や牧草等の飼料、ヒ素を含む飼料添加物か

ら畜産物に移行する。 

（Singh et al., 2023） 

 

  (2)急性毒性 【LD50】 

化合物 動物種 経路 LD50 

(mg/kg bw) 

三酸化二ヒ素 ﾏｳｽ（雄） 経口 26 

三酸化二ヒ素 ﾗｯﾄ（雌雄） 経口 15 

亜ヒ酸 ﾏｳｽ（雄） 筋肉 8 

亜ヒ酸 ﾊﾑｽﾀｰ（雄） 腹腔内 8 

MMA(III) ﾊﾑｽﾀｰ（雄） 腹腔内 2 

MMA(V) ﾏｳｽ（雄） 経口 916 

DMA(V) ﾏｳｽ（雄） 経口 648 

ﾄﾘﾒﾁﾙｱﾙｼﾉｵ

ｷｼﾄﾞ(TMAO) 

ﾏｳｽ（雄） 経口 10,600 

ｱﾙｾﾉﾍﾞﾀｲﾝ ﾏｳｽ（雄） 経口 >10,000 

ｱﾙｾﾉｺﾘﾝ ﾏｳｽ 経口 6,500 

ｱﾙｾﾉｼｭｶﾞｰ ﾏｳｽ 経口 >6,000 

（JECFA, 2011a; EFSA, 2024c） 

 

  (3)短期毒性  無機ヒ素の短期暴露による毒性症状は急性毒性と類似し、消

化器系、心臓血管系、腎臓系、神経系など身体の生理機能に

広く影響する。 

（EFSA, 2024a） 
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①短期毒性に関する最も低い NOAEL 

【無機ヒ素】 

 NOAEL : 0.12 mg/kg bw/day 

（ラットに亜ヒ酸を飲水投与、4 週間） 

（ATSDR, 2007） 

【有機ヒ素（MMA）】 

 NOAEL : 2 mg/kg bw/day 

（雌イヌに MMA をカプセル投与、52 週間） 

（ATSDR, 2007） 

 

【有機ヒ素（DMA）】 

 NOAEL : 1 mg/kg bw/day 

（雌ラットに DMA を混餌投与、10 又は 20 週間） 

（ATSDR, 2007） 

 

②標的器官/影響 

【無機ヒ素】 

 血液（血小板凝集の増加） 

（ATSDR, 2007） 

 

【有機ヒ素（MMA）】 

 体重の変化 

（ATSDR, 2007） 

 

【無機ヒ素（DMA）】 

 腎臓（膀胱上皮細胞の壊死） 

（ATSDR, 2007） 

 

  (4)長期毒性 ①遺伝毒性 

【無機ヒ素】 

 無機ヒ素は DNA に直接相互作用しないが、酸化ストレスを誘

発し、DNA 塩基の酸化、一本鎖及び二本鎖 DNA の切断を引き

起こす。 

 In vitro 及び in vivo 試験（突然変異、小核形成、異数性の測

定）で染色体異常誘発性及び染色体異数性誘発性が認められ

る。 

 DNA 修復、細胞周期制御、アポトーシスを阻害する。 

（EFSA, 2024a） 

 

【有機ヒ素】 

 MMA(III)及び DMA(III)は、in vitro 試験で一本鎖及び二本鎖

DNA を切断し、染色体異常誘発性及び染色体異数性誘発性を

示す。 

 MMA(III)及び DMA(III)は、DNA 修復を抑制し、活性酸素種の生

成を促進する。 

 MMA(V)及び DMA(V)の遺伝毒性は、これらの還元体（3 価）と

類似するが、その科学的データは限られる。 
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 DMA(V)は、in vivo 試験において、様々な臓器で DNA 損傷を誘

導する。 

 DMA(V)の経口暴露は、マウスのリンパ球で DNA 切断を引き起

こす。 

 Thio-DMA(V)は、DNA 切断を起こさない。 

（EFSA, 2024b） 

 アルセノベタイン、アルセノコリン、アルセノシュガー及びアルセ

ノリピッドの遺伝毒性に関する in vitro 試験の大半は陰性であ

る。 

 高濃度のアルセノベタイン、アルセノコリン、グリセロールアル

セノシュガーは染色体異常誘発効果を示すが、微弱である。 

 グリセロールアルセノシュガーは in vivo 試験でマウスの血液リ

ンパ球及び海馬組織において DNA 損傷を引き起こす。 

（EFSA, 2024c） 

 

②発がん性 

【無機ヒ素】 

 実験動物への無機ヒ素の飲水投与により腫瘍発生率は増加

するという研究結果があるが、それらの発生部位と影響が生じ

る投与量に一貫性はない。 

 無機ヒ素の慢性暴露により、皮膚がん（基底細胞がん及び扁

平上皮がん）、膀胱がん及び肺がんのリスクが増加する十分

な疫学的証拠がある。 

 無機ヒ素による発がんの推定機序は、活性酸素種や活性窒素

種の発生を介した DNA 損傷とその修復阻害である。 

（EFSA, 2024a） 

 JECFA は台湾で実施された疫学研究データをもとに、肺がんの

発生率が 0.5%増加する無機ヒ素の BMDL05 を 3.0 µg/kg bw/day

（幅：2.0-7.0 µg/kg bw/day）と算出。 

（JECFA, 2011a） 

 国際がん研究機構（IARC）はヒ素及び無機ヒ素化合物をグル

ープ１（ヒトに対して発がん性あり）に分類。 

（IARC, 2009） 

 

【有機ヒ素】 

 MMA(III)を妊娠マウスに暴露させると（2.3 又は 4.5 mg/kg 

bw/day）、雄の子孫に肝臓、肺及び腎臓の腫瘍、雌の子孫に

は子宮及び卵巣の腫瘍が発生。 

 MMA(V)に関する限られた研究では、マウス及びラットの広範

囲な組織において、腫瘍発生率の増加は観察されない。 

 DMA(V)はラットの両性別において尿路膀胱で腫瘍を発生させ

る。 

 トリメチルアルシンオキシド（TMAO）の雌マウスへの経口暴露

により、肝細胞腺腫の形成が増加するが、腫瘍は発生しない。 

（EFSA, 2024b） 

 IARC は MMA（V）及び DMA（V）をグループ２B（ヒトに対して発

がん性を有する可能性がある）、アルセノベタイン及び他の有

機ヒ素化合物（ヒト体内で代謝されないもの）をグループ３（ヒト
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に対し発がん性を有するとは分類できない）に分類。 

（IARC, 2009） 

 

③生殖発生 

【無機ヒ素】 

 低栄養状態が一般的なバングラデシュにおいては、妊婦への

無機ヒ素暴露（～150 µg/L）と出生体重減少、流産・早産及び

新生児死亡との関連性を示す十分な疫学的証拠がある。新生

児死亡との関連性はチリとモンゴルでも認められる。 

（EFSA, 2024a） 

 

【有機ヒ素】 

 妊娠中のラットに MMA(V)（500 mg/kg/day）を経口投与すると、

胎児の体重が減少する。 

 妊娠中のウサギに MMA(V)（12 mg/kg/day）を経口投与する

と、胎児の骨組織形成で遅延が生じる。 

 妊娠中のラットに DMA(V)（36 mg/kg/day）を経口投与すると、

母親の体重増加が減少し、横隔膜ヘルニアを持つ胎児の発生

率が増加する。 

 妊娠中のウサギに DMA(V)（48 mg/kg/day）を経口投与する

と、流産が増加する。 

（EFSA, 2024b） 

 妊娠中及び授乳期間中のラットにアルセノベタイン（0-10 

mg/kg/day）を経口投与すると、子の体重増加がわずかに減少

するが、用量反応関係はない。 

（EFSA, 2024c） 

6 耐容量  

 (1)耐容摂取量 
 

  ①PTDI/PTWI/PTMI 【JECFA】  

設定なし。 

（第 72 回 JECFA（2010）で、第 33 回 JECFA(1988)で設定した無機ヒ

素の PTWI 15 µg/kg bw を取り下げた。） 

（JECFA, 2011a,b） 

 

【食品安全委員会】 

設定なし。 

（食品安全委員会, 2013b） 

 

【ATSDR】 

ATSDRはヒ素のMRL(Minimal Risk Level：特定の暴露期間にわたっ

て、有害な非がん性健康影響のリスクがほとんどないと考えられる

危害物質の推定暴露量）を設定。 

 

〈無機ヒ素〉 

・MRL(14 日以内)：0.005 mg As/kg/day 

・MRL（1 年以上）：0.0003 mg As/kg/day 
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〈有機ヒ素（MMA）〉 

・MRL（15-365 日）：0.1 mg MMA/kg/day 

・MRL（1 年以上）：0.01 mg MMA/kg/day 

 

〈有機ヒ素（DMA）〉 

・MRL（1 年以上）：0.02 mg DMA/kg/day 

（ATSDR, 2007） 

 

【EFSA】 

設定なし。 

（EFSA, 2009） 

 

  ②PTDI/PTWI/PTMI の

根拠 

【JECFA】 

(第 27 回 JECFA, 1983) 

 入手可能なデータに基づき無機ヒ素の PMTDI (0.002 mg/kg 

bw)を設定した。有機ヒ素の参照値は設定しなかった。 

今後、以下の４つのデータが必要であるとした。 

① 食品・飲料水中の様々な形態のヒ素に暴露したヒトにおけ

るヒ素の蓄積 

② 食品中のヒ素化合物の同定、吸収、排出、毒性 

③ ヒ素の体内負荷に対する魚中のヒ素の寄与 

④ 既知の形態のヒ素に暴露した集団の疫学的調査 

 

(第 33 回 JECFA, 1988) 

 前回の評価を再確認し、無機ヒ素のPTWIを 0.015 mg/kg bwに

設定した。 

今後、以下の４つの研究・情報が必要とした。 

① 飲料水中の高濃度の無機ヒ素に暴露されている人を対象

とした疫学的調査 

② 水産物中の有機ヒ素化合物による健康影響を評価するた

めの魚多食者を含む疫学的調査、 

③ 水産物に含まれる有機ヒ素化合物の種類と濃度の調査 

④ 同定された有機ヒ素化合物を用いた動物試験 

 

（第 72 回 JECFA, 2010） 

 ヒトの疫学調査結果（台湾北東部におけるコホートスタディ）を

もとに、飲料水及び食品からの推定経口摂取量を用いて、肺

がんの発生率が 0.5％増加する無機ヒ素の BMDL0.5 を 3.0 

µg/kg bw/day（推定経口摂取量の範囲により 2.0-7.0 µg/kg 

bw/day）と算出した。 

 現行のPTWI（15 µg/kg bw）は、BMDL0.5の範囲内にあり、ヒトに

健康影響をもたらす可能性があるため、最新の知見に基づくと

適切でないとして取り下げた。 

（JECFA, 2011a,b） 

 

【食品安全委員会】 

食品中のヒ素の健康影響について、以下のように判断している。 

 ヒトではヒ素により染色体異常が誘発されることから、無機ヒ素
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暴露による発がんには遺伝毒性が関与していることが示唆さ

れるが、現在得られている知見からは、ヒ素の直接的な DNA

への影響の有無について判断することはできない。 

 動物実験（げっ歯類）のデータは、その発がんメカニズムにつ

いて、DNA への直接作用、付加体生成というよりも、間接的作

用による DNA 損傷であることを示唆している。 

 閾値メカニズムが仮定できる可能性もあるが、現時点では知見

が不足しており、発がん暴露量における閾値の有無について

判断できる状況にない。 

（食品安全委員会, 2013b） 

 

【ATSDR】 

〈無機ヒ素〉 

 MRL(14 日以内) 

日本で実施された疫学研究で顔面浮腫や消化器症状（吐き

気、嘔吐、下痢）が見られた As 摂取量 0.05 mg As/kg/day 

 MRL（1 年以上） 

台湾で実施された疫学研究で見られた皮膚病変の NOAEL 

0.0008 mg As/kg/day 

 

〈有機ヒ素（MMA）〉 

 MRL（MMA、15-365 日） 

F344 ラットに MMA を 52 週間混餌投与した際にメスでみられた

下痢の BMDL10 12.38 mg/kg/day 

 MRL（MMA、1 年以上） 

B6C3F1 マウスに MMA を 104 週間混餌投与際にオスでみられ

た急速進行性糸球体腎炎の BMDL101.09 mg MMA/kg/day 

 

〈有機ヒ素（DMA）〉 

 MRL（DMA、1 年以上） 

B6C3F1 マウスに DMA を 2 年間混餌投与した際にメスでみら

れた膀胱尿路上皮の空胞化の BMDL10 1.80 mg DMA/kg/day 

（ATSDR, 2007） 

 

【EFSA】 

 ヒ素はDNAに直接反応しないが、用量反応関係の形状に関す

る不確実性により、TDI や TWI の特定は適切ではないと判断。 

（EFSA, 2009） 

 

 (2)急性参照量(ARfD) 
－ 

7 暴露評価  

  (1)推定一日摂取量 【日本】 

○マーケットバスケット方式による調査結果 

（厚生労働省, 1981-2024） 

*すべてのヒ素化学種濃度は単体ヒ素（As）として算出 

 

 総ヒ素の年度別摂取量 
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年度 

1 人当たり 

一日摂取量 

（µg As/day） 

体重当たり 

一日摂取量※ 

（µg As/day） 

1981 – 1985 平均 167 3.3 

1986 – 1990 平均 205 4.1 

1991 – 1995 平均 179 3.6 

1996 – 2000 平均 210 4.2 

2001 157 3.1 

2002 181 3.6 

2003 186 3.7 

2004 160 3.2 

2005 178 3.6 

2006 183 3.7 

2007 146 2.9 

2008 183 3.4 

2009 188 3.5 

2010 180 3.4 

2011 197 3.7 

2012 182 3.4 

2013 214 3.8 

2014 215 3.9 

2015 214 3.8 

2016 246 4.4 

2017 232 4.2 

2018 230 4.1 

2019 259 4.6 

2020 291 5.2 

2021 322 5.7 

2022 254 4.5 

2023 237 4.2 

2024 219 3.9 

※ 日本人平均体重を 2007 年までは 50 kg、2008～2012 年は

53.3 kg、2013～2017 年は 55.7 kg、2018 年以降は 56.3 kg と

して農林水産省が計算。  

（厚生労働科学研究） 

 

 総ヒ素の食品群別摂取量（2024 年） 

食品群 
１人当たり一日摂取量 

（µg As/day） 

割合 

（％） 

米及びその加工品 15.3 6.99 

雑穀・芋 1.15 0.53 

砂糖・菓子類 0.26 0.12 

油脂類 0.01 0.004 

豆・豆加工品 0.27 0.12 

果実類 0.09 0.04 

有色野菜 0.09 0.04 

その他の野菜・海藻類 80.4 36.71 
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嗜好飲料 0.62 0.28 

魚介類 118 53.88 

肉・卵 0.49 0.22 

乳・乳製品 0.10 0.05 

調味料 2.39 1.09 

飲料水 0.12 0.05 

合計 219 100 

（厚生労働科学研究） 

 

 無機ヒ素の年度別摂取量 

年度 

1 人当たり 

一日摂取量 

（µg As/day） 

体重当たり 

一日摂取量※ 

（µg As/day） 

2015 15.4 0.28 

2016 16.6 0.30 

2017 21.9 0.39 

2018 16.8 0.30 

2019 14.0 0.25 

2020 19.6 0.35 

2021 22.8 0.40 

2022 17.0 0.30 

2023 17.7 0.31 

2024 21.2 0.38 

※ 日本人の平均体重を 2017 年までは 55.7 kg、2018 年以降は

56.3 kg として農林水産省が計算。 

（厚生労働科学研究） 

 

 無機ヒ素の食品群別摂取量（2024 年度） 

食品群 
１人当たり一日摂取量 

（µg As/day） 

割合 

（％） 

米及びその加工品 14.4 67.9 

雑穀・芋 0.84 3.96 

砂糖・菓子類 0.30 1.42 

油脂類 0.02 0.09 

豆・豆加工品 0.20 0.94 

果実類 0.23 1.08 

有色野菜 0.21 0.99 

その他の野菜・海藻類 2.01 9.48 

嗜好飲料 1.17 5.52 

魚介類 0.66 3.11 

肉・卵 0.23 1.08 

乳・乳製品 0.23 1.08 

調味料 0.52 2.45 

飲料水 0.14 0.66 

合計 21.2 100 

（厚生労働科学研究） 
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 MMA の年度別摂取量 

年度 

1 人当たり 

一日摂取量 

（µg As/day） 

体重当たり 

一日摂取量※ 

（µg As/day） 

2019 1.50 0.027 

2020 1.13 0.020 

2021 0.89 0.016 

2022 0.62 0.011 

2023 1.13 0.020 

2024 1.39 0.025 

※ 日本人の平均体重を 56.3 kg として農林水産省が計算。 

（厚生労働科学研究） 

 

 DMA の年度別摂取量 

年度 

1 人当たり 

一日摂取量 

（µg As/day） 

体重当たり 

一日摂取量※ 

（µg/day） 

2019 6.35 0.112 

2020 7.49 0.133 

2021 8.17 0.145 

2022 6.79 0.120 

2023 7.53 0.133 

2024 7.57 0.134 

※ 日本人の平均体重を 56.3 kg として農林水産省が計算。 

（厚生労働科学研究） 

 

 アルセノベタインの年度別摂取量 

年度 

1 人当たり 

一日摂取量 

（µg As/day） 

体重当たり 

一日摂取量※ 

（µg/day） 

2019 82.8 1.47 

2020 86.7 1.54 

2021 81.7 1.45 

2022 65.2 1.16 

2023 71.6 1.27 

2024 78.7 1.40 

※ 日本人の平均体重を 56.3 kg として農林水産省が計算。 

（厚生労働科学研究） 

 

○陰膳方式による調査結果 

食品安全委員会が、319 人（20-60 代の男女、全国）の 1 日分の

食事（3 食及び間食）を対象に実施した調査 

分析対象 

体重あたり１日摂取量 

(µg/kg bw/day) 

範囲 平均値 中央値 
95 ﾊﾟｰｾﾝ

ﾀｲﾙ値 

総ヒ素 0.06 - 44.2  3.44 2.03  8.88  
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無機ヒ素 0.037 - 3.29 0.315 0.236 0.754 

（食品安全委員会, 2013a） 

 

○無機ヒ素の摂取に関するその他の調査 
1 日摂取量

（µg/man/day） 

体重あたり１日摂取量※

（µg/kg bw/day） 
対象試料の情報 

及び出典 
範囲 平均値 範囲 平均値 

1.2-31.7 13.7 0.02-0.63*1 0.27*1 

12 人（成人男性 6

人、成人女性 6 人、

地域不明）の 3 日間

分の食事（Mohri et 
al., 1990） 

8.34-101 33.7 0.17-2.02*1 0.67*1 

35 人（成人男性 12

人 、 成 人 女 性 23

人、東京都及び神

奈川県）の 1 日分の

食事（Yamauchi et 

al., 1992） 

2.0-57 

4.4 

（幾何

平均） 

0.04-1.07*2 

0.08*2 

（幾何 

平均） 

25 人の成人女性

（東京都）の 1 日分

の食事（飲料水を含

む ） (Oguri et al., 
2012） 

*1, 体重 50.0 kg として農林水産省が算出 

*2, 体重 53.3 kg として農林水産省が計算 

 

【JECFA】 

主な国の総ヒ素及び無機ヒ素の摂取量（詳細は別紙４、別紙５参照） 

国または 

地域 

総ヒ素 無機ヒ素 

対象 平均摂取量 

 (µg/kg bw/day） 

ヨーロッパ 

19 カ国 
0.45 - 4.58 0.21 - 0.61 成人 

米国 0.39 0.08 全年代 

チリ 2.2 - 23 2.1 - 23 
ヒ素汚染地域 

成人 

中国 0.99 0.43 成人男性 

（JECFA, 2011a,b） 

 

【EU】 

＜無機ヒ素＞ 

 推定一日摂取量は子供で最も高い。 

 無機ヒ素の摂取に寄与する主な食品は、米、米加工品、穀類、

穀類加工品及び飲料水。 

対象群 
推定一日摂取量※（µg/kg bw/day） 

平均 95 パーセンタイル 

１歳未満 0.09-0.61 0.21-1.20 

１歳～２歳 0.12-0.61 0.24-0.99 
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３歳～９歳 0.07-0.37 0.17-0.67 

10 歳～17 歳 0.04-0.23 0.10-0.44 

18 歳～64 歳 0.03-0.15 0.07-0.33 

65 歳～74 歳 0.03-0.14 0.06-0.25 

75 歳以上 0.03-0.14 0.07-0.23 

妊婦 0.04-0.14 0.09-0.28 

授乳婦 0.03-0.14 0.08-0.25 

※ 最小値－最大値の幅 
（EFSA, 2021） 

 

＜DMA＞ 

 推定一日摂取量は子供（特に１歳～２歳）で最も高い。 

 すべての年代で DMA の摂取に寄与する主な食品は、魚介類、

軟体動物及び穀類、穀類加工品。 

対象群 
推定一日摂取量※（µg As/kg bw/day） 

平均 95 パーセンタイル 

１歳未満 0.018-0.074 0.069-0.308 

１歳～２歳 0.019-0.157 0.067-0.477 

３歳～９歳 0.012-0.098 0.058-0.310 

10 歳～17 歳 0.007-0.054 0.029-0.158 

18 歳～64 歳 0.005-0.044 0.021-0.136 

65 歳～74 歳 0.004-0.044 0.017-0.149 

75 歳以上 0.007-0.039 0.026-0.104 

妊婦 0.004-0.046 0.018-0.121 

授乳婦 0.011-0.031 0.042-0.078 

※ 最小値－最大値の幅 
（EFSA, 2024b） 

 

＜MMA＞ 

 魚肉、軟体動物、魚加工食品及び魚保存食品の消費に限定し

た MMA の一日摂取量を推定。 

 MMA の摂取量が最も高いグループは、魚肉を多く消費する乳

児（１歳未満）、魚加工食品及魚保存食品を多く消費する高齢

者（65 歳～74 歳）。 

対象群 
推定一日摂取量※（µg As/kg bw/day） 

平均 95 パーセンタイル 

１歳未満 0.006-0.124 0.013-0.342 

１歳～２歳 0.003-0.102 0.019-0.239 

３歳～９歳 0.003-0.066 0.006-0.133 

10 歳～17 歳 0.002-0.076 0.011-0.090 

18 歳～64 歳 0.001-0.064 0.010-0.236 

65 歳～74 歳 0.002-0.098 0.012-0.342 

75 歳以上 0.002-0.167 0.023-0.070 

妊婦 0.002-0.103 0.031-0.066 

授乳婦 0.017-0.047 0.046 

※ 最小値－最大値の幅 
（EFSA, 2024b） 
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＜アルセノベタイン＞ 

 魚介類及び魚加工品の消費に限定したアルセノベタインの一

日摂取量を推定。 

 アルセノベタインの摂取量が最も高いグループは、乳児（１歳

未満）と幼児（１歳～２歳）。 

 主に魚肉と海産魚からアルセノベタインを摂取（すべての年

代）。 

対象群 
推定一日摂取量※（µg As/kg bw/day） 

平均 95 パーセンタイル 

１歳未満 0.5-4.6 1.5-10.1 

１歳～２歳 0.5-4.6 1.4-12.5 

３歳～９歳 0.5-2.3 1.5-7.3 

10 歳～17 歳 0.2-1.3 0.6-3.6 

18 歳～64 歳 0.2-1.4 0.6-3.9 

65 歳～74 歳 0.2-1.4 0.7-4.2 

75 歳以上 0.3-0.8 0.8-2.3 

妊婦 0.2-0.7 1.2-1.9 

授乳婦 0.3-0.7 0.9-0.9 

※ 最小値－最大値の幅 
（EFSA, 2024c） 

 

＜グリセロールアルセノシュガー＞ 

 海藻（のり、こんぶ、わかめ）の消費に限定したグリセロールア

ルセノシュガーの一日摂取量を推定。 

 最も摂取量が多いグループは大人（18 歳～74 歳）。のりを介し

て摂取。 

対象群 
海藻 

種類 

推定一日摂取量 

（µg As/kg bw/day） 

平均 
75 パーセンタイル 

(95 パーセンタイル) 

３歳～９歳 のり 0.14 0.14 

10 歳～17 歳 のり 0.14 0.10 

18 歳～64 歳 

こんぶ 0.13 0.05 

わかめ 0.01 0.01 

のり 0.17 0.17 (0.71) 

65 歳～74 歳 のり 0.19 - 

授乳婦 のり 0.04 - 

（EFSA, 2024c） 

 

<参考> 

○食品中の総ヒ素に占める無機ヒ素の割合 

食品 総ヒ素に占める無

機ヒ素の割合 

引用 

①水産物 

魚介類 0.5-1% Edmonds & 

Francesconi, 1993 
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淡水魚 10% EPA, 1988 

海産魚 0% EPA, 1988 

ひじき 60% 塩見, 1992 

真こんぶ 3% 塩見, 1992 

わかめ 7% 塩見, 1992 

ひじき 

（乾物） 

16-92% 

（中央値 73%） 

農林水産省, 

2006-2008 年度 

含有実態調査 

（別紙３参照） 

②農産物 

穀類 65% EPA, 1988 

米 35% EPA, 1988 

米 24-73% Schoof et al., 1999 

精米※1 3-100%※2 Codex, 2014 

玄米※1 10-100%※2 Codex, 2014 

精米（国産） 41-100%※2 農林水産省, 2014a 

玄米（国産） 58-100%※2 農林水産省, 2014a 

野菜類 5% EPA, 1988 

ばれいしょ 10% EPA, 1988 

果実類 10% EPA, 1988 

③畜産物 

肉類（牛・豚） 75% EPA, 1988 

肉類（家禽） 65% EPA, 1988 

乳製品 75% EPA, 1988 
※1 日本、中国、米国、タイ、豪州等のデータ。 
※2 100%を最大値として算出。 

 

  (2)推定方法 【日本】 

○マーケットバスケット方式による調査 

 飲料水を含めた全食品を 14 群に分け、国民栄養調査による食

品摂取量に基づき、小売店等から食品を購入し、必要に応じて

調理した後、食品群ごとに化学物質等の分析を行い国民１人

当たりの平均的な１日摂取量を推定。14 群の喫食量は 250 

g/day とした。 

（厚生労働科学研究） 

 

○陰膳方式による調査（duplicate diet study） 

 実際に調査対象者が摂取した食事と同じものを食事試料とし、

食事全体を一括して分析し、食事中に含まれる化学物質の総

量を測定する。これにより、調査対象者が食べた食品に由来す

る化学物質の摂取量を推定する。 

 食品安全委員会の調査では、2007-2011 年度にかけて環境省

が 3 日間連続で採取した食事試料を活用した。１日分の食事を

混合したものを分析試料とし、3 日間のうち１日分の試料をラン

ダムに選択し分析した。 

 調査対象者は、全国５ブロック（北海道・東北、関東・甲信越、

近畿・東海・北陸、中国・四国、九州・沖縄）からそれぞれ約
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50-70 人ずつ選ばれており、その居住地区は漁村・都市・農村

それぞれ約 100 人ずつである。また、調査対象者の性別比は

男性：女性＝約１：２である。 

（食品安全委員会， 2013a） 

 

【JECFA】 

 別紙４及び別紙５の備考欄を参照 

 

【EU】 

＜無機ヒ素＞ 

 ヨーロッパ 23 か国の食品摂取量データと 44 件の食事調査

（87,945 人の被験者）を用いた。その他、妊婦（5 件）及び授乳

婦（2 件）の食事調査も使用。 

 無機ヒ素濃度データ（飲料水：7,623 点、食品：5,985 点）は

2013-2018 年にヨーロッパで収集した飲料水及び食品を分析し

て取得。 

 無機ヒ素の慢性的な食事摂取量は、各食品の平均一日摂取

量にその無機ヒ素の含有量を乗じ、それらを合計した数値を体

重で除して算出。摂取量は下限（LB）-上限（UB）の範囲を推

定。分析値が LOD/LOQ 未満の場合、LB 値は 0、UB 値は

LOD/LOQ の値を代入。 

（EFSA, 2021） 

 

＜DMA 及び MMA＞ 

 ヨーロッパ 22 か国で実施した 49 件の食事調査（84,676 人の被

験者）を使用。 

 有 機 ヒ 素 濃度 デ ー タ （ DMA ： 1,260 点 、 MMA ： 988 点 ）は

2012-2022 年にヨーロッパの 8 か国で収集した食品を分析して

取得。 

 有機ヒ素の慢性的な食事摂取量は、各食品の平均一日摂取

量にその有機ヒ素の含有量を乗じ、それらを合計した数値を体

重で除して算出。摂取量は下限（LB）-上限（UB）の範囲を推

定。分析値が LOD/LOQ 未満の場合、LB 値は 0、UB 値は

LOD/LOQ の値を代入。 

（EFSA, 2024b） 

 

＜その他の有機ヒ素＞ 

 ヨーロッパ 22 か国で実施した 49 件の食事調査（84,676 人の被

験者）を使用。 

 2012 年から 2024 年 3 月までに EFSA に提出された又は文献

から収集した有機ヒ素濃度データ（アルセノベタイン：620 点、グ

リセロールアルセノシュガー：49 点）を使用。 

 有機ヒ素の慢性的な食事摂取量は、各食品の平均一日摂取

量にその有機ヒ素の含有量を乗じ、それらを合計した数値を体

重で除して算出。摂取量は下限（LB）-上限（UB）の範囲を推

定。分析値が LOD/LOQ 未満の場合、LB 値は 0、UB 値は

LOD/LOQ の値を代入。 

（EFSA, 2024ｃ） 
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8 ＭＯＥ(Margin of 

exposure) 

【無機ヒ素】 

 MOE = 2 - 0.4  

（成人（18 歳以上 65 歳未満）の推定一日摂取量（0.03-0.15 

µg/kg bw）の平均から計算した場合） 

 

 MOE = 0.9 – 0.2  

（成人の推定一日摂取量の 95 パーセンタイル値（0.07-0.33 

µg/kg bw）から計算した場合） 

（EFSA, 2024a） 

 

【MMA(V)】 

 MOE = 3,233,000 – 28,000 

（魚肉のみの推定一日摂取量（0.003-0.342 µg/kg bw）から計

算した場合） 

 

 MOE = 9,700,000 – 52,000 

（貝類のみの推定一日摂取量（0.001-0.185 µg/kg bw）から計

算した場合） 

 

 MOE = 9,700,000 – 28,000 

（魚加工品のみの推定一日摂取量（0.001-0.342 µg/kg bw）か

ら計算した場合） 

（EFSA, 2024b） 

 

【DMA(V)】 

 MOE = 150,000 – 3,800 

（推定一日摂取量の平均値（0.004-0.157 µg/kg bw）から計算し

た場合） 

 

 MOE = 35,300 – 1,300 

（推定一日摂取量の 95 パーセンタイル値（0.017-0.477 µg/kg 

bw）から計算した場合） 

（EFSA, 2024b） 

 

【グリセロールアルセノシュガー】 

 MOE = 1,197 

（成人の推定一日摂取量の 95 パーセンタイル値（0.71 µg/kg 

bw）から計算した場合） 

（EFSA, 2024c） 

 

9 調製・加工・調理による

影響 

【ヒジキ】 

 乾燥ヒジキは通常、調理前に水戻しする。乾燥ヒジキの 40 倍

量（重量比）の水（20℃）で 30 分間水戻しすると、総ヒ素の

50-66%が戻し水中に溶出した（試験点数 150 点の 25-75 パー

センタイル値）。同様の効果は他の研究（Hanaoka et al., 2001; 

Ichikawa et al., 2006）でも報告されている。 
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（農林水産省, 2014b） 

 

 乾燥ヒジキの無機ヒ素は、「水戻し」で５割減少し、乾燥ヒジキ

を直接ゆでる「ゆで戻し」で８割減少した。無機ヒ素を減らすた

めの有効な方法は、水戻し後にさらにゆでる「ゆでこぼし」で、９

割程度まで減少した。 

（農林水産省, 2015b ;Ichikawa et al., 2006） 

 

【コメ】 

 無機ヒ素は、玄米の糠に多く含まれる。玄米を精米に搗精する

ことによって、総ヒ素及び無機ヒ素の濃度は減少する。 

（農林水産省, 2014a; Naito et al., 2015） 

 

 ヒ素を含まない水で精米を研ぐと、洗米後の総ヒ素量及び無機

ヒ素量は減少する。一方、その低減効果はわずかとのデータも

ある。 

（Naito et al., 2015; USFDA, 2015） 

 

 無洗米に加工すると、精米よりも総ヒ素及び無機ヒ素濃度が減

少する。 

（Naito et al., 2015） 

 

 炊飯により、総ヒ素量及び無機ヒ素量は変化しない。 

（Naito et al., 2015） 

 

 米を大量の水(米の 6-10 倍)で茹でこぼすとヒ素低減に有効。 

(USFDA, 2015) 

 

【野菜】 

 野菜の皮むきによって、総ヒ素濃度は減少する。 

（JECFA, 2011b） 

10 ハザードに汚染される

可能性がある農作物/

食品の生産実態 

 

  (1)農産物/食品の種類  穀類、豆類、野菜類、キノコ類、果実類、海藻類、鶏卵、肉類、

魚介類、牛乳等。 

（EFSA, 2024abc; 農林水産省, 2019） 

  (2)国内の生産実態 【コメ】 

 令和６年産水稲の全国収穫量（主食用）は 679 万 2,000 t。 

 全国農業地域別の水稲収穫量（主食用）は以下のとおり。 

地域別 収穫量（t） 

北海道 495,500 

都府県 6,297,000 

東北 1,865,000 

北陸 938,800 

関東・東山 1,282,000 

東海 407,500 

近畿 459,600 
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中国 463,000 

四国 203,600 

九州 676,000 

沖縄 1,820 

（農林水産省, 2025b） 

 

【水産物】 

 令和６年の漁業・養殖業の生産量は 363 万 4,800 t。 

 海面漁業の漁獲量は 278 万 7,100 t。漁獲量の多い上位５魚種

は、まいわし（66.7 万 t）、ほたてがい（31.7 万 t）、さば類（25.6

万 t）、かつお（24.3 万 t）及びすけとうだら（12.4 万 t）。 

 海面養殖業の収穫量は 80 万 1,200 t。このうち海藻類の収穫

量は 27 万 4,600 t で、内訳はのり類 19.4 万 t、わかめ類 4.0 万

t、その他 4.1 万 t。 

 内水面漁業の漁獲量は１万 7,921 t。その主な魚種はしじみ

（9,452 t）、さけ・ます類（5,044 t）、あゆ（1,421 t）。 

 内水面養殖の収穫量は２万 8,580 t。その主な魚種はうなぎ（1

万 6,159 t）、ます類（7,241 t）、あゆ（3,487 t）、こい（1,617 t）。 

（農林水産省, 2025c） 

 

【飼料】 

 飼料用米及び WCS※用稲の作付面積及び生産量の推移

（2020-2024 年） 

年度 飼料用米 WCS※用稲 

面積（ha） 生産量（t） 面積（ha） 

2020 70,883 380,502 42,791 

2021 115,744 662,724 44,248 

2022 142,055 803,390 48,404 

2023 133,925 744,893 53,055 

2024 98,666 522,631 56,479 
※ WCS（ホールクロップサイレージ）：子実と茎葉を同時に収穫し発酵

させた飼料。このうち稲によるものを稲発酵粗飼料（稲 WCS）という。 

（農林水産省, 2025d） 

 

11 汚染防止・リスク低減方

法 

【コメ】 

 水田の水管理による低減対策： 

「しっかりとした中干し」※を実施した上で、出穂期前後各３週間

に４日間の落水を２回以上実施。降雨等で「しっかりとした中干

し」が実施できなかった場合は、出穂期前後各３週間の間に３

日間の湛水と４日間の落水を６回繰返す間断かんがいを実

施。落水により土壌を酸化状態にし、コメ中の無機ヒ素濃度を

低く抑える。 
※ 慣行的に地域において中干しを実施している時期に断続した（不

連続でも可）無降雨日（降雨量が 1 mm 未満の日）を４日間確保し

た上で、連続した無降雨日を４日間確保する中干し。 

 

 落水の実施により、コメ中のカドミウム濃度が高くなる可能性が

あるため、濃度上昇の程度を把握し、必要に応じて、カドミウム
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低吸収性品種（コシヒカリ環１号等）の導入等を検討。 
 

 資材施用による低減対策： 

ゼロ価鉄や酸化鉄、製鋼スラグ等の鉄を含有する資材を一度

に多量に施用、又は毎年慣行的な量を施用。含鉄資材が土壌

から溶出した無機ヒ素を吸着することにより、水稲の無機ヒ素

吸収を抑制。 

（農林水産省, 2024a） 

 

【ヒジキ】 

 ヒジキの水洗いや水戻し（乾燥ヒジキの重量の 40 倍量の水で

20℃、30 分間）、又はゆでこぼし（水戻し後、沸騰後５分間ゆで

て、そのゆで汁を捨てる）により無機ヒ素を低減可能。水を替え

て繰返し行うと、より高い低減効果が期待できる。 

 

 農林水産省は、乾燥ヒジキの製造事業者に対し、消費者が乾

燥ヒジキを水戻しせずに調理したり、戻し水を調理に使用した

りしないよう、製品パッケージへのわかりやすい表示を推奨。 

 

 農林水産省は、食品加工事業者に対し、惣菜などの加工品を

製造する際に、乾燥ヒジキの水洗いや水戻し、又はゆでこぼし

を行うよう推奨。 

 

 家庭内で調理するとき、乾燥ヒジキを水戻し後、さらにゆでる

「ゆでこぼし」が無機ヒ素の低減に有効（無機ヒ素の含有量が９

割減少）。 

（農林水産省, 2014b; 2015a） 

 

12 リスク管理を進める上で

不足しているデータ等 

【食品】 

 食品中の無機ヒ素及び有機ヒ素の含有実態（濃度分布）及び

これらの摂取量。 

 コメ以外の食品中の無機ヒ素及び有機ヒ素の形態別の定量分

析法及び認証標準物質。 

 通常の生活におけるヒ素のばく露レベルの集団を対象とした疫

学調査。 

 無機ヒ素による発がんメカニズム（DNA への影響等）。 

 有機ヒ素の各形態における薬物動態に関する知見及び遺伝毒

性、神経毒性、生殖発生毒性に関するデータ。 

（EFSA, 2024abc; JECFA, 2011a; 食品安

全委員会 2013a; 食品安全委員会, 2014） 

 

【飼料】 

 国産の粗飼料及び飼料用米の含有実態データ。 

 

13 消費者の関心・認識  毒物としてのイメージが強いため、例えば、事故による汚染等

や安全性に関する報道に対しては高い関心を示すと考えられ

る。 

 また一部の消費者は、ヒジキや玄米に比較的多く、無機ヒ素が
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含まれることについて関心が高い。 

14 その他  農林水産省の「食用海産動植物に含まれるヒ素化合物の食品

としての安全性（2005 年-2007 年）」事業において、ヒジキ含有

飼料を与えたマウスの体内に取り込まれたヒ素は、糞や尿とし

て速やかに排出されることを確認した。また、乾燥ヒジキ中のヒ

素は、水戻しにより低減されることを確認した。 

 農林水産省の「水産動植物に含まれる水溶性及び脂溶性ヒ素

化合物の毒性の解明とリスク低減技術の開発（2008 年～2010

年）」事業において、脂溶性ヒ素化合物の細胞毒性は無機ヒ素

（亜ヒ酸、ヒ酸）に比較して弱いことを確認した。また、魚肉中の

脂溶性ヒ素化合物は、油漬け缶詰製造工程の加熱・加圧で、

主に缶詰製品液汁の油部分に溶出することを確認した。 

 有害化学物質リスク管理基礎調査事業を活用し、コメの無機ヒ

素の分析法（HPLC-ICP-MS）について国際的な室間共同試験

を実施し妥当性を確認した（Ukena et al., 2014）。 

 

 日本において、食品を通じて摂取したヒ素による明らかな健康

影響は認められておらず、ヒ素について食品からの摂取の現

状に問題があるとは考えないが、一部の集団で無機ヒ素の摂

取量が多い可能性があることから、特定の食品に偏らず、バラ

ンスの良い食生活を心がけることが重要である（食品安全委員

会, 2013b）。 

 食品安全委員会（2013）は食品中のヒ素の食品健康影響評価

結果の通知にあわせて、厚生労働省及び農林水産省に対し、

「本評価を踏まえ、これまで行ってきた食品中のヒ素の汚染実

態を把握するための調査やヒ素のリスク低減方策に関する研

究等をさらに充実」するよう要請した。（食品安全委員会, 

2013b） 

 EU では、しいたけに含まれる総ヒ素及び無機ヒ素の技能試験

を実施(Cordeiro et al., 2013)。 

15 
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別紙１ 主なヒ素化合物 

 

  
無機ヒ素化合物（三価） 
 
 
 
 

      O-  
 
 

 

 

無機ヒ素化合物（五価） 
 
 
 
 

      O  

 

 

 

 

     
 O-  As  O-  O-  As  O- 

  
 

  
      O- 

  arsenic trioxide 
  三酸化二ヒ素：CAS 1327-53-3 
 As２O３ 
 
  arsenious acid 
  亜ヒ酸：CAS 13464-58-9 
 H３AsO３ 
 
【arsenite(亜ヒ酸塩）】 
（例） 
  sodium arsenite 
  亜ヒ酸ナトリウム：CAS 7784-46-5 
  NaAsO２    (AsO2

- は平面) 

 arsenic pentoxide 
 五酸化二ヒ素：CAS 1303-28-2  
  As２O５ 
 
 arsenic acid 
 ヒ酸：CAS 7778-39-4 
   H３AsO４ 
 
【arsenate(ヒ酸塩）】 
（例） 
 potassuim arsenate 
 ヒ酸カリウム：CAS 7784-41-0 
  KH２AsO４   (As(OH)2O2

- は四面体形) 
 

有機ヒ素化合物 
methylarsonic acid(monomethylarsonic acid, MMA（Ⅴ）) 
  メチルアルソン酸（モノメチルアルソン酸、MMA）：CAS 124-58-3 
  CH３AsO(OH)２  

 
dimethylarsinic acid(cacodylic acid, DMA（Ⅴ）) 
  ジメチルアルシン酸（DMA、カコジル酸）：CAS 75-60-5 
  (CH３)２AsOOH 

 
  methylarsinous acid (MMA（Ⅲ）) 
  メチル亜ヒ酸：CAS 25400-23-1 
  CH３As(OH)２  
 
  dimethylarsinous acid (DMA（Ⅲ）) 
  ジメチル亜ヒ酸：CAS 55094-22-9 
  (CH３)２AsOH 

 
  trimethylarsine oxide 
  トリメチルアルシノオキシド：CAS 4964-14-1 
  (CH３)３AsO 
 

tetramethylarsonium ion 
  テトラメチルアルソニウム：CAS 27742-38-7 
  (CH３)４As＋ 
 
 
  arsenobetain 
  アルセノベタイン：CAS 64436-13-1 
  (CH３)３As＋CH２COO－ 
 
  aresenocholin 
  アルセノコリン：CAS 39895-81-3 
  (CH３)３As＋CH２CH２OH 
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別紙 2 2004-2006 年度農産物の総ヒ素含有実態調査結果 

作物 

分 析 定 量 定量下限未満の 

定量下限以上の点数 

最大値 
平均値 mg/kg 

点 数 下限 点数 
割合 

  

      mg/kg         

米 600 0.01 0 0% 600 0.43 - - - 0.17 

小麦 363 0.01 312 86% 51 0.04 0.002 0.01 - - 

大豆 300 0.01 278 93% 22 0.04 0.001 0.01 - - 

かんしょ 100 0.01 94 94% 6 0.01 0.001 0.004 - - 

さといも(皮付

き) 
98 0.01 59 60% 39 0.04 0.007 0.01 - - 

だいこん 100 0.01 100 100% 0 - 0 0.004 - - 

にんじん 100 0.01 100 100% 0 - 0 0.004 - - 

ばれいしょ 100 0.01 100 100% 0 - 0 0.004 - - 

キャベツ 100 0.01 100 100% 0 - 0 0.003 - - 

ブロッコリー 100 0.01 99 99% 1 0.01 0.0001 0.003 - - 

はくさい 100 0.01 100 100% 0 - 0 0.003 - - 

レタス 99 0.01 99 100% 0 - 0 0.003 - - 

ほうれんそう 160 0.01 126 79% 34 0.12 0.004 0.011 - - 

ねぎ 100 0.01 99 99% 1 0.02 0.0002 0.01 - - 

たまねぎ 100 0.01 100 100% 0 - 0 0.01 - - 

きゅうり 101 0.01 98 97% 3 0.02 0.0004 0.01 - - 

かぼちゃ 100 0.01 100 100% 0 - 0 0.003 - - 

なす 100 0.01 97 97% 3 0.01 0.0003 0.01 - - 

トマト 100 0.01 100 100% 0 - 0 0.004 - - 

ピーマン 100 0.01 100 100% 0 - 0 0.004 - - 

さやいんげん 100 0.01 100 100% 0 - 0 0.003 - - 

いちご 100 0.01 99 99% 1 0.01 0.0001 0.01 - - 

しいたけ 100 0.01 45 45% 55 0.14 - - 0.02 - 

りんご 99 0.01 96 97% 3 0.03 0.001 0.004 - - 

みかん(外果

皮付き) 
40 0.01 40 100% 0 - 0 0.004 - - 

なつみかん

(外果皮付き) 
70 0.01 70 100% 0 - 0 0.003 - - 

もも 100 0.01 98 98% 2 0.01 0.0002 0.004 - - 

なし 100 0.01 99 99% 1 0.02 0.0002 0.004 - - 

ぶどう 100 0.01 99 99% 1 0.01 0.0001 0.004 - - 

かき 100 0.01 92 92% 8 0.03 0.001 0.01 - - 

キウイフルー

ツ(果皮付き) 
70 0.01 69 99% 1 0.01 0.0001 0.004 - - 

*1 定量下限未満の濃度を「0」として算出 

*2 平均値（２）は定量下限未満の濃度を「定量下限」として算出 

*3 定量下限未満の濃度を「定量下限の 1/2」として平均値（３）を算出 

*4 試料ごとの濃度を用いて平均値（４）を算出 
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別紙 3  国産海藻類の総ヒ素及び無機ヒ素の含有濃度 

１．2006 年 

a) 総ヒ素 

水産物 

分 析 定 量 定量下限未満の 
定量下限

以上の点

数 

最高値 

mg/kg 

平均値 

mg/kg 
点 数 下限 点数 

割合 
  mg/kg   

                

ひじき              

 ・乾物 79 0.05 0 0% 79 140  95  

 ・水戻し済み 21 0.05 0 0% 21 12  6.6  

こんぶ 50 0.05 0 0% 50 71  45  

 ・道南真こんぶ 11 0.05 0 0% 11 59  47  

 ・日高こんぶ 16 0.05 0 0% 16 58  42  

 ・長こんぶ 4 0.05 0 0% 4 37  35  

 ・羅臼こんぶ 4 0.05 0 0% 4 55  48  

 ・利尻こんぶ 7 0.05 0 0% 7 71  58  

わかめ 50 0.05 0 0% 50 45  32  

のり 50 0.05 0 0% 50 44  24  

 

b) 無機ヒ素 

水産物 

分 析 定 量 定量下限未満の 
定量下

限以上

の点数 

最高値 

mg/kg 

平均 

mg/kg 

 *1  

 平

均 

mg/kg 

 *2 

 平均 

mg/kg 

 *3 
点 数 下限 点数 

割合 

  mg/kg   

                    

ひじき                  

 ・乾物 79 0.5 0 0% 79 120  - - 70  

 ・水戻し済み 21 0.5 0 0% 21 9  - - 4.3  

こんぶ 50 0.5 50 100% 0 - 0  0.23  - 

わかめ 50 0.5 50 100% 0 - 0  0.15  - 

のり 50 0.5 50 100% 0 - 0  0.17  - 

                    

*1 定量下限未満の濃度を「０」として算出 

*2 検出下限未満の濃度を「検出下限」とし、検出下限以上かつ定量下限未満の濃度を「定量下限」

として算出 

*3 試料ごとの濃度を用いて算出 
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別紙 4 総ヒ素の食品由来の推定摂取量 

国または

地域 

平均摂取量 (µg/kg 

bw/日） 

上位パーセンタイル摂

取量 

 (µg/kg bw/日） 

  備考 

ヨーロッパ

19 カ国 
0.45-4.58 

[95 パーセンタイル] 

1.75-11.22 
  

食品中の無機ヒ素濃度は、複数のシナリオで

仮定した係数を利用して総ヒ素濃度より算出 

飲料水を含めた各国の摂食パターンの違いも

反映 

フランス 1.82    
陰膳調査（朝食、昼食） 

朝食＋昼食×２で 1 日分と想定 

飲料水の寄与分を含まない 

フランス 
男性 11.04 

女性 13.53 

[95 パーセンタイル] 

男性 25.14 

女性 33.00 

  
魚、水産物を頻繁に消費する沿岸部住民。 

飲料水寄与分を含む 

米国 
食品由来 0.36 

飲料水由来 0.03 

[95 パーセンタイル] 

食品由来 1.40 

飲料水由来 0.11 

 

トータルダイエットスタディーの分析結果に基づ

く 

飲料水の寄与分を含む 

確率的暴露モデルと体内動態モデルを利用 

豪州 

成人 0.49-0.88 

12 歳児 0.28-0.83 

2 歳児 0.55-1.30 

9 ヶ月乳幼児 0.37-1.40 

    

トータルダイエットスタディーの分析結果に基づ

く 

飲料水の寄与分を含む 

確率モデルを利用 

ニュージ

ーランド 

成人 1.06-1.44 

11-14 歳児 0.69-1.34 

5-6 歳児 1.40-1.50 

1-3 歳児 1.60-1.77 

6-12 ヶ月乳幼児 

1.45-1.63 

   トータルダイエットスタディーの分析結果に基づ

く 

チリ 2.18-23.3     

飲料水の寄与分を含む 

汚染された河川水を飲料水及び調理用の水と

して利用 

河川水ヒ素濃度が高濃度（0.572 mg As/L）と低

濃度（0.041 mg As/L）の 2 つの時期でサンプリ

ングを実施 

日本 
3.82 (1991 年) 

4.73 (1992 年) 
   3 回の陰膳調査、79 人の女性、滋賀県 

          

バングラ

デシュ 
0.20-0.35    平均的なコメ消費群。飲料水の寄与分を含む。 

バングラ

デシュ 

男性 13.48 

女性 10.30 
    

地下水がヒ素に汚染された地域。飲料水の寄

与分を含む 

中国 
全体平均 0.99 

県別 0.23-3.35 
   2007 年実施のトータルダイエットスタディー 

個別調査の出典は JECFA（2011a,b)を参照のこと 
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別紙５ 無機ヒ素の食品由来の推定摂取量 

国または

地域 

平均摂取量 （µg/kg 

bw/日) 

上位パーセンタイル

摂取量  

（µg/kg bw/日) 

  備考 

ヨーロッパ

19 カ国 
（成人） 0.21-0.61 

[95 パーセンタイル] 

（成人） 0.36-0.99 
  

食品中の無機ヒ素濃度は、複数のシナリオで仮定し

た係数を利用して総ヒ素濃度より算出 

飲料水を含めた各国の摂食パターンの違いも反映 

  
（1-12 歳児） 

0.31-1.39 

（1-12 歳児） 

0.61-2.66 
  

  
（6 ヶ月未満乳幼児） 

0.03-1.63 
    

          

          

フランス 0.18     

陰膳調査（朝食、昼食） 

朝食＋昼食×２で 1 日分と想定 

総ヒ素の１０％を無機と仮定 

飲料水の寄与分を含まない 

          

フランス 

 

（男性） 0.43 

[95 パーセンタイル] 

（男性） 0.98 
  魚、水産物を頻繁に消費する沿岸部住民。 

飲料水寄与分を含む 
（女性） 0.48 （女性） 0.95   

          

米国 
（食品由来） 0.05 

（飲料水由来） 0.03 

[95 パーセンタイル] 

（食品由来） 0.19 

（飲料水由来） 0.11 

  

トータルダイエットスタディーの分析結果に基づく 

飲料水の寄与分を含む 

確率的暴露モデルと体内動態モデルを利用 

          

チリ （成人） 2.08-23.18     

飲料水の寄与分を含む 

汚染された河川水を飲料水及び調理用の水として

利用 

河川水ヒ素濃度が高濃度（0.572 mg As/L）と低濃度

（0.041 mg As/L）の 2 つの時期でサンプリングを実

施 

          

          

中国 
（全体） 0.43 

（県別） 0.24-0.76 
    2007 年実施のトータルダイエットスタディー 

          

台湾  0.91 [最大値] 3.8   
コメ及びヤムイモのみを含む。摂取量の推定に飲料

水の寄与分を含まない。 

          

日本 

（漁師の妻） 0.39 

（コメ農家の妻） 0.36 

（10 歳児） 0.46 

[95 パーセンタイル] 

（漁師の妻） 1.29 

（コメ農家の妻） 

0.83 

（10 歳児） 0.83 

 

[最大値] 

（漁師の妻） 2.87 

（コメ農家の妻） 

1.63 

（10 歳児） 2.27 

  

海藻類、魚介類を多量に消費する群 

 

漁師の妻 201 人、コメ農家の妻 125 人、10 歳児 

231 人 

個別調査の出典は JECFA（2011a,b)を参照のこと 


